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告

示

(

第
三
百
号)

○
福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

(

団
体
指
導
課)

一

福
岡
県
告
示
第
三
百
号

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程

(

平
成
十
四
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
五
百
五
十
五
号)

は
、
廃

止
す
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
福
岡
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
程
に
よ
り

貸
付
を
決
定
し
、
又
は
貸
付
資
格
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
程
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

県
は
、

農
業
改
良
資
金
助
成
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

、
農
業
改
良

資
金
助
成
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
一
年
政
令
第
百
三
十
一
号
。
以
下

｢

令｣

と
い
う
。)

、
農
業
改

良
資
金
助
成
法
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
七
号
。
以
下

｢

規
則｣

と
い
う
。

)

、
農
業
改
良
資
金
制
度
運
用
基
本
要
綱

(

平
成
十
四
年
七
月
九
日
付
け
十
四
経
営
第
千
九
百
三
十

一
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知)

及
び
農
業
経
営
改
善
関
係
資
金
基
本
要
綱

(

平
成
十
四
年
七

月
一
日
付
け
十
四
経
営
第
千
七
百
四
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知
。
以
下

｢

資
金
基
本
要
綱｣

と
い
う
。)

｣

と
あ
る
の
は
、

｢

県
は
、
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農

業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号)

に
よ
る
改

正
前
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

、
農

業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

(

平
成
二
十
二
年
政
令
第
百

二
十
七
号)

に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
一
年
政
令
第
百
三
十
一

号
。
以
下

｢

令｣

と
い
う
。)

、
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良

資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令

(

平
成
二
十
二
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
六
号)

に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
施

行
規
則

(

平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
七
号
。
以
下

｢

規
則｣

と
い
う
。)

、
農
業
改
良
資

金
制
度
運
用
基
本
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(

平
成
二
十
二
年
八
月
十
三
日
付
け
二
十
二
経
営
第

二
千
三
百
八
十
七
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知)

に
よ
る
改
正
前
の
農
業
改
良
資
金
制
度
運
用

基
本
要
綱

(

平
成
十
四
年
七
月
九
日
付
け
十
四
経
営
第
千
九
百
三
十
一
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命

通
知)

及
び
農
業
経
営
改
善
関
係
資
金
基
本
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(

平
成
二
十
二
年
八
月
十

三
日
付
け
二
十
二
経
営
第
二
千
五
百
四
十
五
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依
命
通
知)

に
よ
る
改
正
前
の

農
業
経
営
改
善
関
係
資
金
基
本
要
綱

(

平
成
十
四
年
七
月
一
日
付
け
十
四
経
営
第
千
七
百
四
号
農
林

水
産
事
務
次
官
依
命
通
知
。
以
下

｢

資
金
基
本
要
綱｣

と
い
う
。)

｣

と
す
る
。

…
…
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…
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